
介護保険の保険料・利用料の過重負担を招か  

ない対策を求める意見書  

 

高齢化社会にともない介護保険の公的重要性は増して

います。しかしながら、平成１２年の介護保険発足時か

ら保険料は全国平均でも２倍以上となり、給付費の総額

も３倍となりました。令和３年８月から特別養護老人ホ

ームなどの食費・部屋代が、その人の年金額や預貯金等

の額（預貯金・株などの有価証券・投資信託・金銀・現

金）などによって、月２万２千円から６万８千円もの負

担増となっています。  

すでに、保険料滞納者の増加や利用控えも進んでいま

す。このままでは介護保険法の示す「運営が健全かつ円

滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを

提供する体制」（第５条）が崩れかねません。全国市長会

でも「都市自治体の財政負担や被保険者の保険料負担が

過重とならないよう、国費負担割合を引き上げること」、

「低所得者に対する介護保険料や利用料の軽減策につい

ては、国の責任において財政措置を含め総合的かつ統一

的な対策を講じるよう、抜本的な見直しをおこなうこと」

（令和３年６月全国市長会重点提言）としています。  

よって、国会及び政府におかれましては、次の事項を

確実に実現されるよう強く要望します。  

 

１  被保険者の保険料と利用料を過重負担としないため

に、国費負担割合を引き上げること。  

２  低所得者に対し保険料・利用料の抜本的な軽減策を

講   

じ、必要に応じて減額免除・徴収猶予制度の周知徹底

を  



図ること。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

令和３年９月２２日  

 

尾  道  市  議  会  

 

関係行政庁及び国会あて  


